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独立革命期におけるアメリカ的法人の革命的諸起源（上）
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アメリカ独立革命に関する重要な未解決問題

の一つは，なぜ1780年代に諸州の州議会が記

録的な数の法人を創出しはじめたのか，という

問題である。イギリスからの独立とともに，州

議会は，イギリスでは国王の大権であった法人

化の権限 the power to incorporateを獲得し

た。しかし，その権限を行使しようという州議

会の意欲は，今もって不可解なものである。と

いうのも，法人はかなりのところ，旧秩序の一

部分を構成するものと考えられていたからであ

る。フランス革命期の1791年に，フランスは

そうした法人を完全に法的に無効にした１）。疑

いないのは，アメリカでの法人の急増は，〔人

民に対しての〕立法権の権能附与の意識を反映

したものであったし，また新生国家にあった

“進歩”に対する広範な熱意に乗じたものでも

あった。しかし，社会経済的発展は，法人設立

とは異なる別の仕方によってでも達成すること

が可能であった。たとえば実際，イギリスは

1720年の泡沫法成立とそれから105年後のその

撤回までの間，実業ないし利潤追求の目的のた

めに法人を発展させることを中止していた。そ

こでは，〔法人格を有しない〕合名会社 part-

nershipが，産業革命を特徴づける法的装置と

なった２）。アメリカ合衆国においては，それと

は対照的に，とりわけ1780年代にごく少数の

実業法人 business corporations が創出された

が，その数は1830年代までに乗数的に増加し，

その当時，「道路や運河建設，銀行・保険・製

造業経営といった，まったくの経済目的のため

の法人設立のチャーター〔設立認許状・定款

charter〕」が，「他のどの国よりも……数多い」

ことが認知されていた３）。

この謎に加えて，法人に対する強力な反対に

もかかわらず，法人の数が増加したこともまた

謎である。1780年代，1790年代のアメリカ人

は，フランスおよびイギリスの反法人の見解を，

独立革命の諸理念にその権威づけの基礎をおい

て洗練させていき，それら見解をルイス・ハー

ツ Lewis Hartz のいう“反チャーター・ドク

トリン anti-charter doctrine”へとまとめあげ

た。〔1787年フィラデルフィアでの〕憲法制定

会議において法人化の明確な権限を連邦議会に

対して与えることに失敗したこと（おそらく，

そのような権限付与が合衆国憲法の批准をより

いっそう危険にさらすのではと恐れていたため

であろう），そして1791年のアメリカ合衆国第

一銀行の議会による法人化に対して生じた反対

意見の奔流といった事柄は，アメリカ的法人の

中心的創出者として，また法人に反対する主張

がもっとも十全に展開された場として，州を確

立するのに寄与した。アメリカ独立の直後，ペ

ンシルヴァニア州といった諸州において具体化

した反チャーター・ドクトリンは，19世紀に

おいても存続したが，法人に対するアメリカ人

たちの熱狂の勢いを削ぐまでには至らなかっ

た。ニューヨーク州の大法官Chancellor であ

ったジェイムズ・ケント James Kent は1827

年にこう観察していた。すなわち，「法人化の

法律に対しての需要は継続的に高まってきてお

り，その傾向はますます著しくなってきている。

それはどうあっても変えようがないかのように

見え，……私たちはそれに抗する道徳上の手段

を何も持っていないかのようである」，と４）。

アメリカ合衆国においてその法人発展が早な

りであったということは，立法者〔議員〕たち

および法律専門家たちが単純にヨーロッパ・モ

デルに追随しえず，なんらかのモデルを考案せ

ざるをえなかったということを意味していた。

彼らが創りだした諸制度は，そのもっとも近接
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し先行していたイギリスの制度とも，また19

世紀中葉についにその姿を現わしたイギリス的

法人とも，決定的な点で相違していた。アメリ

カ的法人は，それに形態を与えた社会を誠実に

反映していたのであり，またアメリカ独立革命

の意味とそれがもたらした影響についてかなり

のことを示唆してもいる。すなわち，独立革命

は，逆説的ではあるが，法人発展の好機を提供

するとともに，法人に対しての反対をも活発化

させたかのようにみえる。

そうした逆説を解明し，アメリカ的法人の誘

引力を説明するために，本論は，その大半をマ

サチューセッツ州およびペンシルヴァニア州の

記録資料に基づいて，またこれらの州およびそ

の他諸州に関する二次的な研究のいくつかにも

基づいて，法人発展の初期の地域的パターンを

検討する。次いで，法人に反対して現れた主張

に目を向け，それらの主張が都市〔ないし地方〕

自治法人 municipal corporations や実業法人

に対して与えた諸影響を見る。そうした作業か

ら示唆されるのは，反チャーター・ドクトリン

への賛同者たちは，このハーツの用語が含意す

るような，あらゆる法人に対しての反対者では

なかったということであり，また同時に，彼ら

は法人をアメリカの諸状況に適合させるような

法制を構築するとともに，アメリカ独立革命の

魅力に依拠して法人の設立認許状〔定款〕を企

画し立案するという議題を支持する者たちであ

ったということである。そうするなかで，彼ら

は法人を，アメリカの政府および社会に対して

広範な諸影響を与えた，独立革命からの継承物

〔遺産〕の一部を構成するものとしたのである。

!

もし法人の流行を理解するカギがあるとすれ

ば，それはニューイングランド地方〔アメリカ

北東部。同地方はマサチューセッツ，コネチカ

ット，ロードアイランド，ヴァーモント，メイ

ンの６州からなる〕，特にマサチューセッツ州

の歴史の中に見いだされるに違いない。独立革

命直後の法人化のうねりは，どこか一つの地域

に限定されるものではなかった―たとえば，

ヴァージニア州は1780年代に，内陸航路の開

発のためのいくつかの重要な法人に設立認許状

を与えた。ニューイングランド地方，とりわけ

マサチューセッツ州はまもなく，国全体を法人

創出の方向へと導いたのである。マサチューセ

ッツ州の「他のどこよりも強い法人増加への傾

向」は，〔他の諸州に比べて〕相対的に早い時

期に，同州の法律家たちに対して，法人法にお

ける諸問題に取り組み，解決するよう強いた。

それゆえ，同州の法令および判決は，影響力の

ある『アメリカン・ジュリスト・アンド・ロ

ウ・マガジン American Jurist and Law

Magazine』の1830年の記事の一つが示唆する

ように，他の諸州が次いで手引きとして注目す

ることのできたモデルを提供したのであった。

アメリカの法人法にとっての根本的諸原理は，

19世紀初期のマサチューセッツ州の裁判所に

おいて初めて公表されたのである５）。

アメリカ的法人の初期の歴史についての研究

は，たいていのところ実業法人に焦点を当てて

きたが，こうした実業法人の強調は，法人の発

展が資本主義的進歩をほぼ必然的にその要件と

したと示唆することによって，法人史の道程を

歪めてしまっている。事実，マサチューセッツ

州の法人関連法の3分の2は，同州議会によっ
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て1780年の州憲法下での最初の10年間に可決

されたものである。そして，それらのうちのほ

ぼ半数の法律が1790年代に制定され，町，区

やその他の地方政府行政単位の「諸政体 bod-

ies politics」を形成した。その他残りの法人で

断然多かったのは，宗教団体や教育機関，そし

て慈善的な目的から結成されたグループ，ある

いはマサチューセッツ歴史協会のようなその他

非営利的な目的から結成されたグループであっ

た。1780年代において，同州議会はまた，マ

サチューセッツ銀行（1784年），チャールズ川

架橋会社（1785 年），ベヴァリィ木綿工場

（1789年）を含む多数の企業体をも法人化した。

そうした法人の数は1790年代に増加し始めた。

当該期は，議会が200ほどの法人関連条例を可

決した時期であり，その数は全体としてそれ以

前の10年間と比べて２倍に相当する。それら

の条例の中には，７つの新銀行，３つの製造会

社，さらには，６つの保険会社，２つの工場に

設立認許状を与えて法人化する条例があった。

また，橋，流木止め，運河，人工水路，水道，

有料道路の建設や港湾開発を企画したグループ

の数はあまりにも多く，当該期のマサチューセ

ッツ州における法人化関連条例全体のほぼ４分

の１が，内陸交通手段改善に関連した諸企業体

を法人化するものであった６）。

その他諸州の州議会による法人化は，全般的

にはマサチューセッツ州よりは少なかったけれ

ども，そうして創られた法人は，法人化がもた

らす有利さに関連した理由から，その範囲や多

様性が似通っていた７）。18世紀後半において，

法人化は，法人格を取得するグループに対して，

その自己統治のための諸規則をまとめあげるこ

と，財産を所有する権利や訴えたり訴えられた

りする―そしてそれゆえその資産を保護する

―権利を備えた一個人のように法において機

能すること，そしてその創設者たちの死去後も

存続すること，を許可した。これらの特権は町，

教会，慈善団体，大学にとってと同様に，実業

会社 business companies にとっても重要なも

のであった。南北戦争以前の法人のほとんどを

創出した特別立法 special legislature acts はま

た他の便宜をも与えた。とはいえ，オスカー＆

メアリー・ハンドリン Oscar and Mary F.

Handlin が1945年の重要な論文において示し

たように，諸実業にとっての法人形態の独特な

魅力を説明するために一般的に引き合いに出さ

れる帰着要因―すなわち，資本の効率的運営

のための無二の力能，有限責任，そして「国家

介入からの永続的自由」―は，アメリカ的法

人の劇的な発展が始まったときには，未だ確立

されていなかったのである８）。さらに，18世紀

末の法においては，「多種多様な法人が区別な

く取り扱」われ，「そしていくつかの例外を除

いて，同一の規則がすべてに一律に適用される

ことが可能であるかのようであった」９）。私た

ちにとってなじみのある諸範疇―とりわけ，

私的法人と公的法人との区別―は19世紀の

法学者たちの考案なのである。

法人を法人たらしめていたのは，イギリスの

先例に基づいたその要件に他ならなかった。そ

れは，しばしば法人化の条例が特定化するとこ

ろの公的目的に奉仕するという要件であった。

たとえば，1781年のマサチューセッツ州医師

会を法人化した条例は，同医師会が「医療と外

科医学の技量をもつ志望者」を審査し，審査合

格者が「医師としての資格要件を適切に満たし

ている」と保障することで，「かけがえのない

数多くの個々人の健康と生命」を保護するであ

ろう，と説明した。ほぼ同様の流儀で，1789
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年にベヴァリィ木綿工場を法人化した法律は，

「有用な製造業の奨励，そして特にこの州内で

アメリカ製の原材料で製造されるようなもの

は，わが国の農業を増進させ，商業を拡張し，

それによって幸福と福利を」促進するであろう

と述べた10）。事実，いたるところで，法人は

「コミュニティの諸目的を推進するための……

州政府のサーヴィス提供機関」として考えられ

ていた。ジョージア州では，法人と公的サーヴ

ィスとの間の結びつきは非常に密接で，数多く

の初期的法人が委託された公的評議会から生ま

れた。かりにそれら法人が失敗したならば，そ

の遂行責任は時には公的諸機関へと再度委任さ

れた11）。

設立認許状を授与することによって，次いで，

議会は自らの州を向上ないし発展させるために

民間の努力を得る，ないしそれらを奨励すると

いうことが可能となったし，またいくつかの事

例では，納税者にそうしたプロジェクトの費用

を負担させないことも可能となった。しかし法

人の公的性格だけでは，なぜ法人がそれほどま

でに普及したのか，あるいはハンドリン夫妻が

示唆したように，なぜいくつかの事業形態が法

人化され，他の事業形態がそうはされなかった

のか，の説明がつかない。彼らが論じたように，

「交易でも，銀行でもなく，土地投機でもない」

有料道路は，法人の「本分」であったのであり，

「というのも，事業を行う資本家たちではなく，

コミュニティが法人の活動領域について計画を

立案したからである」12）。実際，イギリスには

長く，イギリス商品の新規市場開拓を追求した

法人貿易会社があったし，また18世紀にはマ

サチューセッツ州は実際には土地投機者であっ

た者たちの法人化に便宜を与えていた。さらに，

法人は一般的には，民間からの請願で認可され

たのであって，公的イニシアティヴによるもの

ではない。また，マサチューセッツ州議会は，

公的利益と「事業を行う資本家たち」の利益と

の間の線引きをしなかった。ある特定の投機的

事業が個々人の私有財産に恩恵をもたらすとい

うことについては，それが公的福利にも奉仕す

る限りにおいて，まったく関心外であったか，

あるいは肯定的に考えられていたようである。

たとえば，1784年にマサチューセッツ銀行を

法人化した法律は，同銀行が「おそらく多大な

公的有用性のあるものとなろうし，……特にコ

ミュニティの商業部門にとって恩恵をもたらす

であろう」と述べた。同様に，メリマック川の

流木止めを構築する会社を法人化した1790年

の法律は，「適切な規制と制限のもとにおいて」，

そうした法人が「公的利益を促進するとともに，

個々人にも多大な利得をもたらす」であろう，

と記した13）。

アメリカ独立以後の，マサチューセッツ州の

法人創設の並外れた迅速さは，同州が法人形態

に長く精通していたことを反映している。1629

年の設立認許状のもとで，ベイ植民地はそれ自

体が一つの法人となり，その他の法人を創設す

ることが法的に不可能となった。にもかかわら

ず，法人に似せられたいくつかの機関に権限を

与え，その一方では，〔イギリス国王の〕チャ

ールズ一世の命令によって王の諸特権を尊重す

る必要性が取り除かれた1650年代にいたるま

で，法人化の明確な言い回しを避けていた。

1691年の同植民地の設立認許状は，同植民地

の議会に対して，王の同意をその代表者を通じ

て得たうえで法人化関連法案を可決することを

許可した。しかし議会は，当初その権限を慎重

に用いていた―おそらくは，1692年から

1700年にかけてハーヴァード大学に提起され
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た設立認許状の却下によって抑制されていたの

であろう。それから1750年代に議会は，増え

つづける区，小教区，学校，教会役員，ボスト

ンの貧民関連民生委員（1772年），ボストンの

長埠頭の所有者（1772年），そしてボストン

（1754年），サレム（1772年），マーベルヘッド

（1773年）の各地の海運船舶協会，アメリカ芸

術科学院（1780年）のような組織などの法人

化を認可し始めた―これらのグループは，本

質的には同州州憲法の最初の批准後に認可され

たより多数の法人と相似していた14）。

マサチューセッツ植民地はまさに，議会の特

別条例なしに諸集団の法人化を可能にするとい

う，法人化に関する後年の一般的諸条例に著し

く類似した法律を発展させた。そのような法人

化の一般的諸条例はたいてい，1780年代およ

び1790年代においては新奇で試みられていな

い考案物として記述されてきたものであり，当

時いくつかの州が宗教・慈善・教育団体の法人

化のためにそうした諸条例を適用していた15）。

事実，1753年という早い時期に，マサチュー

セッツ州は，タウンシップ〔郡の下位区分〕な

いし管区が存在しないところでの土地の確定と

さらなる開墾とを確固たるものにするために，

ひとつの全般的な法人化法を立法化した。その

法律は，それ以前から長く積み重ねられてきた，

郡区内の土地の管理に関係した諸法令から生み

出されたものであり，1784年に「共有地内に

おける土地，波止場，その他の不動産のよりよ

い管理」のために可決された，また別の全般的

法人化条例の直接的な先駆となった。ロイ・ア

カギ Roy Akagi の研究から判断すれば，これ

らの措置から恩恵をこうむったのはしばしば投

機家であった。けれども，1784年法は，人々

に対してだけでなく，「近隣の土地，波止場，

あるいはその他形態での不動産に対しての法的

権利をもつ町，村，学校理事やその他」に対し

ても影響を及ぼした。1753年法と1784年法は，

指定された諸範疇に該当する資産の所有者たち

に，構成員を処罰する権限をも含めた独特の法

人権限を備えた結社〔アソシエイション〕の結

成を，その第一回会合を開催するための令状を

治安判事に請願することによって許可するもの

であった。これらの法律は，1836年の改訂条

例集として編纂されたマサチューセッツ州の法

人法典全編の基礎を提供するものであったが，

それらは郡区役所に関する初期の植民地諸法か

らほぼ途切れなく次第しだいに現われてきたも

のであった16）。

こうした背景のもとで，マサチューセッツ州

における即座の法人の容認は，ジョージ・ウィ

ルソン・ピアソン George Wilson Pierson がか

つて論じたように，ニューイングランド地方の

文化のうちに定着していた，古いピューリタン

的な「結社，組織化，協同努力への才能」の後

年の顕在化として考えることができるかもしれ

ない。マサチューセッツの最初の植民者たちは，

町や境界を形成するために互いに盟約を交わし

た。彼らの18世紀の子孫たちは法人を創設し

たのだが，それはその特性において同じく市民

的であり，時には宗教的でもあった諸契約を事

実上認定するものであった。独立革命以後のマ

サチューセッツは新しい郡区の占有権所有者た

ちを法人化したが，その一方で，それとは異な

る伝統をもつヴァージニア州では，土地の分

割・売買のための理事会を任命し，新規購入者

たちに対して，「設立認許状によって法人化さ

れていないヴァージニア州内の自由土地保有者

たちや他の郡区の居住者たちが所有・保持・享

受する権利・特権・免責」のすべてを彼ら新規
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購入者が保持することを保証した。つまり，ヴ

ァージニア州が架橋を個人に対して認可したの

に対して，マサチューセッツ州は法人を創った

のであった。しかし，南部地方の富者たちに比

較してニューイングランド地方の相対的な貧し

さは，たぶんにこうした慣習を強化するととも

に，北部の者たちは，ヴァージニア州の初期の

架橋業者たちといった者たちが明らかに独力で

成し得たことを，自分たちの資産を組み合わせ

て成し遂げざるを得なかった17）。

19世紀初頭において，結社を形成して資源

をプールするというニューイングランドの習慣

は全国的なものとなった。アレクシス・ド・ト

クヴィル Alexis de Tocqueville は，次のよう

に証言した。「あらゆる世代の，あらゆる条件

下の，そしてあらゆる気性のアメリカ人は絶え

ず結社を結成し」，そのすべては単に「みなが

参加する商業および製造業の諸企業」だけでな

く「その他数え切れないほどの種類の結社」で

ある，と。彼らがそうしたのは，トクヴィルが

示唆したところでは，彼らの社会に関係した理

由からであった。貴族主義的な共同体において

は，私的結社は不要であった。なぜなら，富が

あり有力な諸個人の支持者や従者たちはすでに

「永続的で強制的な」結社のうちに結び付けら

れているからである。しかし民主政の国々にお

いては，市民は独立しつつも弱い立場にあり，

彼らは「互いに自発的に助け合うことを学ば」

なければならなかった。さもなければ，「無力

な烏合の衆」になってしまうのであった18）。

1970年代にヴァージニア州民が，たとえ彼

らの中のもっとも裕福な諸個人でさえもが独力

で出資しえた以上にさらに費用のかかる河川改

善プロジェクトに着手したとき，彼らもまたそ

うしたトクヴィルのいう無力さを克服するため

に法人を形成したのである。後年に，全国市場

の出現が，その実現化に際して個々人が供給し

うる以上の，また政府が供与可能であったか，

あるいは供与しようと考えていた以上のさらに

多くの資本が要されるという契機をもたらし，

実業法人はアメリカでの事業の卓越した形態と

なり，それ以前の法人の多大な多様性―そこ

から実業法人は出現したのである―を侵食す

るだけの権力と実行力とを備えていた。

大多数の相対的に小規模な投資家たちから資

本をつのり，「確固たる中央の方針」にしたが

って投資するという欲求は，アメリカ合衆国に

おける実業法人の勝利をそれだけで唯一説明し

うる実質的な必須要因として，これまで長く受

け入れられてきている19）。しかし，その勝利が

実現する以前，アメリカ人は，法人が経済的に

有害であるだけでなく，トクヴィルの主張にも

かかわらず共和主義社会の性格とは根本的に相

容れないものと主張した反チャーター・ドクト

リンに直面し，それと折り合っていかざるを得

なかったのである。

@

法人に対する批判者たちは時折，「イギリス

における工業に対しての一つの偉大なる妨害

は，いまだに完全に矯正されていない悪弊であ

る法人の創出であった」というデイヴィッド・

ヒューム David Hume の見解を引用した。彼

らはまた，「法人の排他的な諸特権」を「自然

的自由に対する」侵害として記述したアダム・

スミス Adam Smith の『国富論』からも引用

した20）。時にそうした陳述は，主に多大な特権

を得ていた16世紀および17世紀のイギリス企

業によって刺激されたものであった。それら企
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業は，対外貿易部門やその他の経済的諸活動に

おいて独占的な権利を保持していた。スミスは

そのような法人を不正に管理運営された時代遅

れのものであり，競争を制限することによって

社会福利を損なうような法的特権によってのみ

生き長らえていると見た。法人化と，一時的独

占の認可は，新たな貿易事業を奨励するために

正当化されることもあったが，株式〔合本〕

joint-stockという考案―現代企業法人のほと

んどがそれによって資本を集める―は，スミ

スにとって，個々人や合名会社では集めること

が不可能な額の資金を必要とし，また例外的な

公的サーヴィスを提供し，排他的な特権を含ま

ないような事業にとってのみ妥当であると考え

ていたようである。彼の考えでは，銀行業，保

険業，運河・水路関連業などに従事する企業体

のみがこれらの基準を満たすことができた。製

造業などその他の事業の場合，株式会社は「良

いことよりも害のあることをしそこなうことは

これまでめったになかった」21）。

イギリスの法人批判者らは，ますます強力か

つ頻繁に，同業者，都市，自治都市〔特権都市，

boroughs〕の法人化を非難した。ギルドやそ

れと同様の組織は，その構成員がいくつかの有

利な雇用にアクセスすることを制限し，また公

衆に対して代価を引き上げた。同様に，法人化

された都市自治体もまた，社会福利を犠牲にし

て自らの利益のために貿易を規制した。スミス

もヒュームもともに，地方自治法人が王室によ

って最初に創出されたのは封建貴族を抑制する

ためであったが，しかしそれは地主貴族が都市

住民に対してもはや脅威を及ぼさなくなった時

代にまで存続した，と注記した22）。

そうした背景は，1780年代および1790年代

に始まった，法人に対する批判者たち―ヒュ

ームやスミスに負っていることをしばしば認め

ていた―がなぜ法人を封建的諸特権のための

時代遅れの道具として記述したのかを説明す

る23）。その後の1848年でさえ，ペンシルヴァ

ニア州知事のフランシス・ラウン・シュンク

Francis Rawn Shunk は，法人が「時代遅れ」

のもの，「過去の時代に」属するものであって，

共和政体のアメリカにおいては場違いかつ不適

当なものだと主張した。

そうした過去の時代では，他の国々，つまり

人民のあらゆる諸権利が専制政府によって強奪

されていた国々では，王が一部臣民に対して貿

易の続行，あるいは地方自治の目的のために法

人的諸特権を許認可することは，部分的な公民

権付与なのであり，そうした彼らの市民権のい

くつかを回復する手段となったのであった。そ

れその場で，法人は価値あるものとなり，自由

を支持する者たちによって大事にされた。しか

し，現代のこの国，つまり人々が主権者である

私たちの自由な体制のもとでは，特権を与える

ということは事物の秩序の逆転である。それは

人民共通の諸権利を回復することではなく，

人々からそれらを取り上げ，少数者に与えるこ

とである。それは政治学が教示するところによ

れば，暗黒時代へと後退することである。それ

は，そうした人民の諸権利回復のもともとの目

的をねじまげ，その導入が傾向的に正そうとし

ていた不平等と専制とを回復させる道具にせし

めるのである24）。

イギリスでの反チャーターの論調に対しての

アメリカ人の親近性はまた，18世紀末から19

世紀初頭にかけて，職人・専門家たちの結社や

熟練工たちの結社の法人化がなぜ即座の反対を

引き起こしたのかを説明するのに役立つ25）。し

かしアメリカの反チャーター・ドクトリンは，

都市政府が公的主張を行う主要な主体となった
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18世紀最後の四半世紀の，ボストン，フィラ

デルフィア，その他合衆国全土のコミュニティ

の法人化をめぐって論議がなされた時期に，よ

り持続的な形を取った26）。

ボストンでは，この論争は歴史的に根の深い

ものであった。その他のニューイングランドの

町と同様に，ボストンは「準法人 quasi-corpo-

ration」であった。なぜなら，政治体として機

能し，法人の諸権限を行使しつつも，設立認許

状を欠いていたからである。17世紀以来，改

革者たちは，イギリスの地方自治法人と同様に

町を公式に法人化し，その町民会や都市行政委

員会を市長，市会議員，公的委員会へと変更す

ることを繰り返し提案してきた。しかしそうし

た提案は，ボストンが最終的に植民地制から脱

却して市制をしくことに合意する1822年まで

常に挫折し，時には極度の混乱を町民会にもた

らした27）。

経済面での考慮は，ボストン植民地の反チャ

ーター・ドクトリンの重要部分を構成してい

た。1714年に反対者は，イギリス式の設立認

許状を持つ統治体はあまりにもその代価が高く

つき，その職業面での制約は一度にいくつかの

業種に従事することを望んでいた人々を悩ま

せ，ボストンの規制的市場の「税と義務」は商

取引をボストンからロックスベリィやチャール

スタウンといった隣接の未だ法人化されていな

い町へと押しやってしまう，と主張した。同植

民地における反チャーター派の代弁者たちは，

政府―その政府のもとで，もっぱら適任者と

される相対的に少数の自由市民〔freeman 公

民〕が公権を附与される―のために，伝統的

かつ民主的な町民会を廃止することにさらに強

く反対した。彼らはまた，「富者と貧者」が

「町役場のなかで入り乱れる」ような自らの古

い政治システムを，たぶんに富者のみに権力を

限定するような政治システムよりも好ましく思

っていた28）。独立革命はこれら旧態の反対を新

たなイデオロギー的権威を付して強化したので

ある。1780年代および1792年にボストンの法

人化の提案に反対した者たちは，法人化が「あ

らゆる共和政体において存立せねばならない平

等性を破壊する」であろうと主張した。〔彼ら

によれば，〕法人化の賛同者たちは，「他の何に

もまして最悪の統治体である貴族政の導入」に

賛同する者たちであり，「心底，共和主義に対

しての根っからの敵対者」であった29）。

こうした主張の多くは，フィラデルフィアで

も繰り返された。フィラデルフィアの1701年

設立認許状は，合衆国独立とともに無効となり，

同市を再度法人化しようという提案は1780年

代を通じて強い反対を引き起こした。そこでも

また，その反対者たちは，法人化された都市お

よび自治都市に伝統的に連携してきた商取引お

よび市場の業務や規制に対しての諸制限に反対

した。1783年に1400人ほどが署名した反チャ

ーターの請願書は，イギリスの商業都市が「法

人化からの自由度に正比例して繁栄し，また法

人化による束縛の度合いに正比例して衰退し

た」，と主張した。法人は，「勤勉に働く者から

の利益すべてをむさぼる封建家臣たちによる支

配からの免除」を与えられ，そうした家臣たち

が「被統治者に対して，彼らを支配していた諸

法においてそれまで〔被統治者と〕まったく分

有していなかった立法上の権限をある一定の度

合いで」与えたとき，その目的に適うものとな

った。しかし，「私たち市民の誰もが平等に自

由である」ところの共和政体においては，そう

した許認可は単に時代に合わないというだけで

なく，有害なものでもあった。法人の構成員た
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ちには特別な権利や特典が与えられた。しかし，

ある市民に対してだけ排他的に与えられる特典

は，それ以外の人々の権利を侵害したがゆえに，

市の設立認許状は人民の自由を促進するように

は働かず，〔逆に〕削減するように働き」，そし

て「共和政体において普及させなければならな

い平等と共通の自由と」を侵害した。さらに，

反対者が想定したように，再度法人化されたフ

ィラデルフィアにおける選挙民がかりに資産面

での要件を満たす公民〔自由市民〕のみに限定

されたとすれば，それは成人男性納税者全体

―彼らの票が合衆国独立直後の活気あふれる

なかでフィラデルフィアを統治した，議会公認

の諸評議会を支配した―に比してかなり小規

模なものとなったであろう。それゆえ，フィラ

デルフィア市に再度設立特許状を与えて法人化

するという提案は，その人民のうちの「四分の

三の権利を奪って」，それを「少数の偉大なる

者たちに」与えて「貴族制を確立する」という

「奇妙な試み」となった。実のところ，すべて

の市の設立認許状は「傾向的に……貴族制」で

あった30）。

これらの主張に対して，フィラデルフィア人

民はまた別の主張を付け加えた。すなわち，法

人は，コミュニティのその他残りの人々とは切

り離された，限られた数の人々に対してのみ特

権を付与することによって，人民主権を侵害し

たのである，と。さらに，法人化された諸都市

は，「人民全体の利益や影響力」からは独立し

た「利益や影響力」をもったがゆえに，それら

都市法人の創設は「州内に不和」を促進し，

「それらが正そうと意図していた以上により多

大な悪影響と当惑とを作り出す」こととなった。

とりわけ，ある論者が論じたように，それら設

立認許状が変更ないし撤回不能であった場合は

なおさらであった。1785年にニューヨーク認

許状改訂委員会はまた，法人を「共和政体から

は甚だしく独立した目的のためのもの」31）と記

述し，それらがインペリア・イン・インペリオ

imperia in imperio―すなわち18世紀の観

察者たちにとっては，内戦にさえ至るような地

域的な対立と共和政体の崩壊を導く恐れがあっ

た政府内の政府―という亡霊を甦らせるもの

と記述した。

法人の擁護者たちは，その反対者たちとはそ

の原理だけでなく，そこから引き出される結論

においても相違していた。過去の時代の法人化

された諸都市は，彼ら擁護者がいうには，小さ

な共和政体であったのであり，そのことは法人

がアメリカの政治システムにとって適していた

ことを示唆していた。彼らは，法人の封建的起

源ではなく，自由の促進と貴族制への反対とい

う法人が果たしてきた歴史的役割を強調した。

ある法人賛同派の評論家が主張したように，

「貴族制の政府は，貴族たちの政府であって，

その性格は世襲的であり，そこでは，人民に発

言権がない」。ボストンに提案された設立認許

状〔定款〕は，年次選挙を規定し，また公職者

の権限に対する制限を確立しているがゆえに，

「貴族制的」ではない。新生アメリカの州憲法

は，イギリス流統治の諸側面のうちで共和政体

に適合しないものを削除してきた。疑いなく，

同様のことが市の認許状においても行われたで

あろう。「反貴族主義者 Anti-Aristocratick」

なる偽名を用いた法人擁護者は，「市民の諸権

利および特権を侵害することなしに―〔貴族

に〕有利にならないような新制度なしに―貴

族政の導入なしに，規約〔法制・定款〕は構成

されよう。それは，十分に規制された社会から

生じるそれらすべての公私の恩恵を生み出すも
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のとなろう」と論じた32）。

独立から10年を少し過ぎるまでの間に，北

アメリカの法人化された都市および自治都市の

数は後期植民地期の14から倍増した。1789年

までに，それまで法人化されていなかったおよ

そ20ほどのコミュニティに設立認許状が与え

られた。さらに，後期植民地期の地方自治法人

はみなヴァージニア州とニューヨーク州との間

に位置していたが，新しい都市自治法人のいく

つかは，ニューイングランド地方（ノーウィッ

ク，ニューロンドン，ミドルタウン，ハートフ

ォード，ニューヘイヴン，ニューポート，これ

らすべては1784年に法人となった）や，チャ

ールストン（1783年）やサヴァンナ（1789年）

を含む南部地方にあった33）。設立認許状によっ

て法人となったこれらのコミュニティの統治制

度は，著しく多様であったが34），いくつかの共

通する特質をもっていた。フィラデルフィア植

民地（および大半のイギリス系法人）のように

「閉鎖的」ないし「自己永続的」な法人はどこ

でも，選任された政府―それらはしばしば，

相対的に広範な選挙民の支持を得た―に取っ

て代わられた35）。都市の設立認許状〔定款〕は，

部分的には，反派の代弁者を満足させる必要性

からも形成され，彼らの主張は総じて実際に都

市法制の企画計画化の内容を構成した。たとえ

ば，彼らは，「永続的」な設立認許状には反対

であり，それはなぜなら限定的な持続性しかも

たない設立認許状であれば，議会による刷新を

必要とさせることによって，議会が「そのすべ

ての権力を減じさせずに保有する」ことを可能

にするからである，と論じた。彼らはまた，と

りわけ市の歳入が公務員に委ねられていたこと

から，市の設立認許状によって，公務員たちの

任期を明確にして限定し，それら十全に責任あ

るものにすることを主張した。そして，市が保

有可能な土地所有の総計を制限すること，また

行政・立法・司法の諸権限の集中を回避するこ

とを主張した。これに関して，ニューヨーク州

の認許状改訂委員会は，ハドソン・タウンに対

して議会が与えた設立認許状を否決する際に人

民の「権利と自由とを破壊する」ことになろ

うと述べた36）。

まもなく，ニューヨーク市―その1731年

「モントゴメリー・チャーター」はアメリカ独

立を経て生き残り，アメリカ諸都市にとっての

モデルとして長く引用されてきた―や，1789

年に授与された設立認許状のもとでのフィラデ

ルフィア市といった「開かれた」，あるいは選

挙民によって「選任された」法人でさえ，批判

を受けるようになった。改革派が求めたのは，

市長，市会議員，公的委員会が選挙を経て選ば

れること，権力分立の原則が尊重されること，

役所の資産保有資格と拒否権とが破棄されるこ

と，区の代表が人口変化に応じて調整されるこ

と，そして概して都市部の政治システムが「王

政的な政府」と同質のものとはならず，かつ

「今日の，より近代的で平易な共和主義的制度」

を採用するのが望ましいということ，これらで

あった。そのような「共和主義的」改革を課す

中で，議会は都市自治法人に対してその権威を

確固たるものにした。そうした展開は，アメリ

カにおける市政のありようを複雑なものにして

きたが，その〔法人として獲得する〕特典によ

って主権人民の権利が侵害された―すなわ

ち，インペリア・イン・インペリオ〔政府内の

政府〕―という批判から都市を救った37）。

数十年のうちに，「都市自治目的のための認

許状」は，非常に異論のないものとなり

1837－1838年のペンシルヴァニア州の州憲法
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制定会議へ出席したある代表者は，それら認許

状について「特に異議がほぼなかった」と描写

した。しかし，そうした是認は，もっぱら批判

者たちの主張のもとに都市法人の設立認許状が

実質的に転型されてきてからのことであった。

そうした主張は，都市自治法人の立法化を妨げ

たのではなく，ニューヨークのジェイムズ・チ

ートハム James Cheethamが提起したように，

独立革命がもたらした統治技術上の進歩を「わ

が国領土内のあらゆる政治制度に対して」拡張

することを決定的なものにした38）。アメリカの

実業法人の是認と発展は，同様のパターンに後

続したのである。

#

1786年に『ペンシルヴァニア・パケット

Pennsylvania Packet』〔1775年創刊の新聞紙，

1784年からアメリカ初の日刊紙となった〕に

おいてある著述家が主張したように，もし「設

立認許状の起源」がイギリスの「自治都市〔特

権都市〕制度」のうちに「確固として」据えら

れていたならば，アメリカの法人はたぶんに異

なった種類のものとなったであろうし，またそ

の相違はかなりの政治的・法的な影響を及ぼし

たであろう。18世紀後半の著述家や議員たち

は，全般的な統治上の諸権限を付与する設立認

許状と，ある特定の利用目的のための資産適用

を監督する設立認許状とを，あるいはある論者

が「金銭的 pecuniary」法人と呼んだものとを

区別しようと苦闘していた39）。そうした努力に

対しての支持は，イギリスの法論説においては

ほとんど，あるいはまったく見受けられない。

たとえば，ウィリアム・ブラックストーン卿

Sir William Blackstone の，1765年に最初に

刊行された『イングランド法註解 Commentaries

on the Laws of England』は，「集合 aggre-

gate」法人〔社団法人，複数の構成員からなる

法人〕を世俗的〔非専門的〕なものと，聖職関

連のものとに区別し，世俗的法人は（慈善目的

のための遺贈を伴う）慈善的なものか，市民的

なもののいずれかであると述べた。ブラックス

トーン卿は，これらの諸範疇のうちの最後のも

の〔＝市民的法人〕のうちに，ただ単に町や区

だけでなく，教会委員たち，専門的協会や文壇，

オックスフォードおよびケンブリッジの両大

学，そして「製造業および商業の発展と規制の

ための」会社をも含めた。それゆえ，都市およ

び実業会社の両方ともが市民的法人であった

40）。イギリスの判例法はまったく助けにならな

かった。アメリカ最高裁判事であったジョセ

フ・ストーリィ Joseph Story は，ダートマス

大学対ウッドワード裁判（1819年）において，

公的法人と私的法人との間に線引きをし，実業

法人を私的法人の範疇に含めることを支持する

ためにイギリスの先例を引用した。しかし，彼

が引用した判例，すなわちフィリップス対ベリ

ィ裁判（1694年）のそれは，統治的 govern-

mental 法人を慈善的法人から区別していたも

のの，営利目的のために形成されたイギリスの

法人を考察しえてはいなかった41）。

法人に関する適切な法的区分が確立するまで

の間，実業法人に反対して現われた主張が都市

の法人化に反対する主張と非常に似ていたこと

は別段驚くことではない。実際，ペンシルヴァ

ニア州では，フィラデルフィア市の再法人化へ

の反対から生じた1780年代の争いは，フィラ

デルフィア大学（後のペンシルヴァニア大学）

の定款〔設立認許状〕をめぐる論争と同時に生

じていただけではない―ここでの論点にとっ
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てより重要なのだが―同州が最初1782年に

認許した北アメリカ銀行（BNA: Bank of

North America）をめぐっての劃期的な争いと

同時に生じてもいた。それらの諸論争は，同じ

反対者の数多くをたがいに相争わせた42）。反チ

ャーター派の代弁者たちの強さは州によってさ

まざまであった。たとえば，彼らはマサチュー

セッツ州よりもペンシルヴァニア州においての

方がより卓越していたし，反対者の出現も他よ

りも遅かった。しかし，それらの議論の中核を

なす主張は，本質的には，ペンシルヴァニア州

でも，マサチューセッツ州でも，そしておそら

くはその他の諸州でも同様であった。さらに，

1780年代および1790年代に北アメリカ銀行や，

ニュージャージー州ユースフル・マニュファク

チ ャ 団 体 （ SUM: Society for Useful

Manufacture）といった実業法人に対して持ち

上がった反対は，その後半世紀もの間，反チャ

ーター・ドクトリンの中心であり続けた43）。
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な「盟約」ないし結社規約の後年の事例として

は，Nathan Appleton, Introduction of the

Power Loom, and Origin of Lowell (Lowell,
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26） Teaford, Municipal Revolution in America,

64-78, esp. 67, and also Hendrik Hartog, Public

Property and Private Power: The Corporation

of the City of New York in American Law,

1730-1870 (Chapel Hill, N.C., 1983).
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Centinel, Oct 29, Nov.9, 1785, May 15, 1784.
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を参照。幾分か後年の，さほど実験的でない区

分としては， [Cheetham], Annals of the

Corporation, 83-86. を参照。
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England, ed. George Sharswood (Philadelphia,

1860), bk.1, chap.18, esp. 468-471; Williston,
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(Chapel Hill, N. C., 1985), 133, 412-413 n. 68.

42） これらの論争は，Robert L. Brunhouse, The
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1790 (Harrisburg, 1942), passim に記述されて

いる。

43） ハーツは，『経済政策と民主主義的思想』の

78-79頁において，継続性があったと断定したも

のの，実証してはいない〔Hartz, Economic

Policy and Democratic Thought〕。彼が言うに

は，反チャーター・ドクトリンは，ペンシルヴ

ァニア州においては，「その進展に困難はなかっ

た」が，それどころか，「1785年の北アメリカ銀

行をめぐっての論争において驚くほど成熟した

ものとなって出現した」のである。彼の示唆す

るところでは，反チャーターの概念は持続した

が，その内容は1840年代および1850年代に，

「個的事業 individual enterprise」に連携した固

有性と価値とを領有しようとする法人に対して

のものに変化し始めた。

法人に反対して呈示された主張についての記

述としては，ibid., 69-70; Davis, Essays, I, 387-

388, 427-453, II, 3030-309; Heath, Constructive

Liberalism, 322-323; Cadman, Corporation in

New Jersey, 428-433; and Hurst, Legitimacy of

the Business Corporation, 30-44, 48. を参照。こ

れらの考察は，反チャーター・ドクトリンに対

する著者たちの当惑，そしてさらには敵意もし

ばしば際立っている。たとえば，ハーツは法人

に反対する主張を，その大半が論争的で「非現

実性」によって特徴づけられていると見ていた。

それは主に，ハーツが誤って，反チャーター派

の代弁者たちがあらゆる法人の正統性を否定し

たと想定したことに拠る。デイヴィスは，反法

人の主張を「偏見」に起因するものとした（I,

450, II, 303）。ハーストは，反チャーター・ドク

トリンの標準的言明を「混乱した」ものとして

記述し，その「混乱」を正そうとした（30, 31ff.）。
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